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（４）⼩平市空き家等対策計画検討委員会設置要綱 
 

小平市空き家等対策計画検討委員会設置要綱 

 

平成３０年 ５月２８日 制定 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第６条第１項

に規定する空家等対策計画（次条及び第８条において「計画」という。）の検討を行うため、

小平市空き家等対策計画検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。 

（１） 計画に関すること。 

（２） その他計画に必要な事項に関すること。 

 

（構成） 

第３条 委員会は、識見を有する者及び市民のうち市長が依頼する委員９人以内をもって構

成する。 

２ 委員のうち４人以内は、公募により選任する。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 

（招集） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

 

（会議の公開） 

第６条 委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は、公開する。ただし、会議

を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるとき

は、委員会の議により非公開とすることができる。 

２ 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他の会議の公開に関し必要な事項は、別に定

める。 

 

（意見の聴取） 
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第７条 委員会は、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

 

（設置期間） 

第８条 委員会の設置期間は、設置の日から計画が策定される日までとする。 

 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、総務部地域安全課において処理する。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 

 

（施行期日） 

この要綱は、平成３０年５月２８日から施行する。 
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（５）検討委員会・委員名簿及び委員会の検討経過 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①委員名簿                                   敬称略 

役 職 氏 名 所 属 等 

委員長 吉田 安之 東京都行政書士会多摩中央支部 

副委員長 上田 真一 
ＮＰＯ法人空家・空地管理センター 
代表理事 

委 員 福室 武 
一般社団法人 東京都建築士事務所協会  
北部支部 支部長 

委 員 上原 哲子 
小平市社会福祉協議会  
ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー） 

委 員 清水 秀人 警視庁小平警察署生活安全課長 警視 

委 員 福尾 美夏 公募市民 

委 員 西村 幸格 公募市民 

委 員 西野 弘文 公募市民 

委 員 佐藤 大介 公募市民 

 

②委員会の検討経過 

開 催 日 内   容 

平成３０年７月２７日 ・小平市空き家等対策計画の骨子（案）について 

平成３０年９月１４日
・小平市空き家等対策計画の骨子（案）について 

・小平市空き家等対策計画の概要（案）について 

平成３１年１月３１日

・小平市空き家等対策計画（素案）に対するパブリックコメントの実施結

果及び対応について 

・小平市空き家等対策計画（案）について 
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（６）庁内検討会議・関係課及び会議の検討経過 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（７）計画素案に対する市⺠意⾒公募⼿続の実施状況 
 

 

 

 

 

 
 

①関係課 

 備  考 

企画政策部 
政策課  

行政経営課  

総務部 
防災危機管理課  

地域安全課 検討委員会出席 

市民部 税務課  

地域振興部 
市民協働・男女参画推進課 検討委員会出席 

産業振興課 検討委員会出席 

子ども家庭部 保育課  

健康福祉部 
生活支援課 検討委員会出席 

地域包括ケア推進担当課長 検討委員会出席 

環境部 
環境政策課  

資源循環課  

都市開発部 

都市計画課 検討委員会出席 

建築担当課長  

道路課  

施設整備課  

 

②会議の検討経過 

開 催 日 内   容 

平成３０年４月１８日
・小平市空き家等対策計画の策定基本方針（案）について 

・小平市空き家等対策計画骨子案（たたき台）について 

平成３０年７月１３日 ・小平市空き家等対策計画骨子案について 

平成３０年９月１１日 ・小平市空き家等対策計画骨子案について 

平成３１年１月２４日
・小平市空き家等対策計画（案）について 

・市民意見公募手続の実施結果について 

実施期間  平成３０年１１月１６日（金）～平成３０年１２月１７日（月） 

閲覧場所  
市役所１階市政資料コーナー、市役所３階地域安全課、 

東部・西部出張所、市ホームページ 

提出の方法 
持参（市役所３階地域安全課）、送付、ファクシミリ 

電子メール、市ホームページ 
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（８）⼩平市空き家等に関する相談窓⼝の案内に関するリーフレット 
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  ※平成３１年４月以降は、小平市のホームページをご確認ください。 
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（９）東京都空き家ワンストップ相談窓⼝に関するリーフレット 
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  ※平成３１年４月以降は、東京都のホームページをご確認ください。 



49 

（10）⽤語解説 
 

あ行 

空家等対策の推進に関する特別措置法 
 平成 26 年 11 月に成立した「空家等対策の推進

に関する特別措置法」。この法律では、空き家の実

態調査、空き家の所有者へ適切な管理の指導、空

き家の跡地についての活用促進、適切に管理され

ていない空き家を特定空家等に指定することがで

きること、特定空家等に対して、助言・指導・勧

告・命令ができること、特定空家等に対して罰金

や行政代執行を行うことができることなどが定め

られている。 

 

ＮＰＯ団体 
 Non-Profit Organization 民間非営利法人組

織の略。市民による自主的なまちづくり・高齢者

支援・自然環境保全･ごみのリサイクル活動、ある

いは阪神・淡路大震災後のボランティア活動の盛

り上がりなどを背景に、市民の非営利組織を示す

ものとしてＮＰＯという言葉が広く用いられるよ

うになった。 
 

か行 

外国人登録制度 
 外国人登録法に基づき、日本に在留する外国人

に登録が義務づけられていた住居・身分などに関

する記録の制度。平成 24 年（2012）同法廃止に伴

い、入国管理法などに基づく在留管理に一本化さ

れた。 

 

管理不全度 
 平成 28 年度に実施した「小平市空き家等実態調

査」の現地実態調査において、建物の傾斜や塀の

状況、雑草・樹木やごみの散乱または、動物や虫

の有無など、調査した空き家の現況の管理不全の

状況に関する各項目にそれぞれポイントを設定し、

ポイントの合計値により判定したランクをいう。 

 

旧耐震基準 
 昭和 56（1981）年 6月 1日施行の「建築基準法

施行令の一部を改正する政令」による改正前の建

築基準法施行令の耐震基準に基づき建築されたも

の。（一般的に、昭和 56（1981）年 5月 31 日まで

に、着工した建築物を指す。） 

 
 

 

国勢調査 
 1920 年から始められた、日本に居住している全

ての人を対象に 5 年に一度、全国で一斉に実施さ

れる、日本の人口や世帯の実態を明らかにする国

の最も基本的な統計調査。選挙区の画定や議員定

数の基準、地方交付税交付金の算定の根拠として

活用され、国民の生活設計や企業の事業計画、学

術研究機関の実証研究など、社会経済の発展を支

える基盤となる統計となっている。 

 

小平市空き家等の適正な管理に関する条例 
 近年、全国的に適切に管理されていない空き家

が増加し、草木繁茂や建築部材のはがれ、害虫の

発生などにより、周辺の生活環境に悪影響を及ぼ

し、犯罪や火災の誘発の恐れのある空き家等が見

受けられることから、市民の安全・安心な生活環

境を保全するため、空き家等の適切な管理を促進

するとともに、管理が不十分で危険な状態にある

空き家に対し指導の強化等の措置を講じるため、

平成 25 年 1月 1 日「小平市空き家等の適正な管理

に関する条例」を施行した。平成 27 年 5 月 26 日

に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行さ

れたことに伴い、平成 29年 1 月 1日「小平市空き

家等の適正な管理に関する条例」を一部改正した。 

 

コミュニティソーシャルワーカー 
 地域福祉のための専門職の一つ。略称ＣＳＷ。

地域福祉コーディネーターともいう。地域におい

て要援護者などに対し、見守りや相談に応じる個

別支援、人間関係や生活環境面に関する地域支援

を果たすと同時に、住民の地域自立生活を支援す

るための公的制度のあり方を提案する役割を担う。

全国的にも、地域や行政、社会福祉協議会などの

様々な組織が主導する形でＣＳＷを配置する動き

が広がっており、人材の養成や研修などの議論が

全国的に活発になっている。 

 

さ行 

社会福祉協議会 
 社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区

町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児

童委員、社会福祉法人・福祉施設等の社会福祉関

係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協

力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心

して生活することのできる「福祉のまちづくり」

の実現をめざしたさまざまな活動をおこなってい

る。 

 

借家 
 給与住宅、民営の借家、公社・機構の借家、公

営の借家をいう。 
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住宅確保要配慮者 
 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子ども

を養育している者その他住宅の確保に特に配慮を

要する者をいう。 

 

住宅・土地統計調査 
 住宅・土地統計調査は、日本の住宅とそこに居

住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の

実態を把握し、その現状等を明らかにする統計調

査。５年毎に実施され、この結果は、住生活基本

法に基づく住生活基本計画等の諸施策の企画、立

案等の基礎資料として利用される。 

 

住民基本台帳 
 氏名、生年月日、性別、住所などが記載された

住民票を編成したもので、住民の方々に関する事

務処理の基礎となるもの。住民基本台帳の閲覧や

住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居

住関係を公証するなどの事務処理のために利用さ

れている。 

 

生産年齢人口 
 生産活動の中核をなす 15 歳以上 65 歳未満の人

口のことをいう。なお、15歳未満の人口を「年少

人口」、65 歳以上の人口を「老年人口」という。 

 

成年後見 
 知的障がい、精神障がいなどの障がいや認知症

などの理由により、判断能力が不十分で自分自身

の権利を守ることができない人を保護・支援する

制度。財産の管理やサービス利用などの契約、遺

産分割の協議などをサポートする。 

 

世界測地系 
 測地系とは、緯度経度の座標軸を使って地図画

面上の特定の位置を示す際の基準となる前提条件

のことで、日本測地系と世界測地系がある。世界

測地系とは、地球の重心に座標系の原点を置いた

世界で共通に利用できる位置の基準をいう。平成

14 年 4 月測量法の改正により、世界測地系が基準

となるよう定められた。 

 

全国都道府県市区町村別面積調 
 全国都道府県市区町村別面積調は、測量法第 12

条の基本測量に関する長期計画に基づき、毎年 10

月 1 日時点における全国の都道府県市区町村別の

面積を公表するもの。国土面積の公表は、明治 15

年（1882）に実施され、昭和 35 年（1960）からは

国土地理院が全国都道府県市区町村別に毎年公表

している。公表面積は国土の状況の継続的な把握

に役立てられ、国勢調査報告における人口密度算

出や地方交付税算定の基礎データとなるなど、様々

な分野で利用されている。 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措
置法 
 平成 30 年 11 月 15 日に一部施行された、法務省

及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利

用の円滑化等に関する特別措置法」。この特別措置

法では、登記官が所有権の登記名義人の死亡後長

期間にわたり相続登記がされていない土地につい

て、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、

職権で長期間相続登記未了である旨等を登記に付

記し、法定相続人等に登記手続を直接促すなどの

不動産登記法の特例が設けられた。また、地方公

共団体の長等に財産管理人の選任申立権を付与す

る民法の特例も設けられた。 

 

た行 

特定空家等 
 特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特

別措置法第２条第２項に定められるもので、その

まま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるお

それのある状態又は著しく衛生上有害となるおそ

れのある状態、適切な管理が行われていないこと

により著しく景観を損なっている状態、その他周

辺の生活環境の保全を図るために放置することが

不適切である状態にあると認められる空家等をい

う。 

 

な行 

長屋建 
 住宅の建て方を区分したもので、二つ以上の住

宅を一棟に建て連ねたもの。各住宅が壁を共通に

し、それぞれ別々に外部への出入口をもっている

もの。いわゆる「テラスハウス」と呼ばれる住宅

もここに含まれる。 

 

は行 

標本抽出方法 
 統計調査の対象となる集団からその構成要素の

一部分（標本）を取り出して調査に付す標本調査

において、標本の取り方を標本抽出法という。抽

出法には、各構成要素を標本にするか否かを一定

の確率法則に従う手段で決める無作為抽出法（任

意抽出法）、確率的には決めない有意抽出法（有意

選択法）がある。 

 

ＰＤＣＡサイクル 
 経営学のマネジメントなどで使われる言葉で、

計画（Plan）を実行（Do）し、評価（Check）して、

その結果を改善（Action）に活かすプロセスのこ

とをいう。 
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防火木造 
 建築基準法上、防火構造として防火上有効とし

て定められた鉄網モルタル塗り、しっくい塗り等

による構造で、政令で定める防火性能を有する木

造建築物をいう。防火構造は、外周の場合は隣接

火災による延焼防止を目的とし、内部の場合は建

物内部からの出火による着火を防ぐことを目的と

したもので、たとえば木造下地のモルタル 2cm 塗

りや土塗り真壁裏返し塗りなどが該当する。 

 

ま行 

持ち家 
 居住する住宅がその世帯の所有である場合をい

う。一戸建の住宅に加え、アパートや長屋を含む。 

 

ら行 

老朽度 
 平成 28 年度に実施した「小平市空き家等実態調

査」の現地実態調査において、建物の傾斜や屋根・

外壁の危険性など、調査した空き家の現況の老朽

化の状況に関する各項目にそれぞれポイントを設

定し、ポイントの合計値により判定したランクを

いう。 

 

  


